
規

則

(

第
四
十
二
号)

○
行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

市
町
村
支
援
課)

一

訓

令

(

第
二
十
一
号－
第
二
十
二
号)

○
福
岡
県
庁
舎
防
火
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

財
産
活
用
課)

三

○
福
岡
県
監
視
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

財
産
活
用
課)

三

公
安
委
員
会

(

規
則
第
十
号)

○
車
両
の
運
転
者
等
又
は
使
用
者
等
が
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き

負
担
金
の
額
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

警
察
本
部
駐
車
対
策
課)

三

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
二
号

行
政
書
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
書
士
法
施
行
細
則

(

昭
和
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

六
条
第
一
項
中

｢

及
び
依
頼
者
の
住
所
、
氏
名｣

を

｢

並
び
に
依
頼
者
の
住
所
及
び
氏
名｣

に
改

め
、

｢

、
作
製
し
た
書
類
の
枚
数
及
び
相
談
業
務
に
応
じ
た
時
間
数｣

を
削
る
。

第
七
条
中

｢

当
該
吏
員｣

を

｢

当
該
職
員｣

に
改
め
る
。

様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
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様
式
第
七
号
中

｢当
該
吏
員
｣

を

｢当
該
職
員
｣

に
改
め
る
。

附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
業
務
に
関
す
る
帳
簿
は
、

当
分
の
間
、
な
お

所
要
の
修
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
岡
県
訓
令
第
二
十
一
号

本

庁

出

先

機

関

監
査
委
員
事
務
局

人
事
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

議

会

事

務

局

教

育

庁

企

業

局

福
岡
県
庁
舎
防
火
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
庁
舎
防
火
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
庁
舎
防
火
管
理
規
程

(

平
成
十
七
年
五
月
福
岡
県
訓
令
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
五
条
第
三
項
第
三
号
中

｢

管
財
課
長｣

を

｢

財
産
活
用
課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

消
防

防
災
安
全
課
長｣

を

｢

消
防
防
災
課
長｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
三
項
中

｢

管
財
課｣

を

｢

財
産
活
用
課｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
訓
令
第
二
十
二
号

本

庁

福
岡
県
監
視
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
監
視
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
岡
県
監
視
服
務
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
五
月
福
岡
県
訓
令
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
七
条
及
び
第
九
条
中

｢

管
財
課
長｣

を

｢

財
産
活
用
課
長｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

車
両
の
運
転
者
等
又
は
使
用
者
等
が
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め

る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
五
月
二
十
八
日

福
岡
県
公
安
委
員
会

車
両
の
運
転
者
等
又
は
使
用
者
等
が
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金

の
額
を
定
め
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

車
両
の
運
転
者
等
又
は
使
用
者
等
が
指
定
車
両
移
動
保
管
機
関
に
納
付
す
べ
き
負
担
金
の
額
を
定
め

る
規
則

(

昭
和
六
十
二
年
福
岡
県
公
安
委
員
会
規
則
第
八
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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